
避難勧告等の発表基準の概要 
以下の基準のほか、気象情報、満潮情報、巡視活動により得た情報等を総合的に勘案して避難勧告等を発表する。 

種

類 

河川洪水 土砂災害 津波 高潮 

櫛田川、笹笛川、大堀川の浸水想定

区域が避難対象地域 
急傾斜地に隣接する区域が避難対

象地域 
津波浸水予測図の浸水区域が避難

対象地域 
沿岸地域が避難対象地域 

避

難

準

備

情

報 

・水位が、はん濫注意水位を観測し、

さらに水位が上昇する見込みが

ある 

・大雨警報（土砂災害）が発表され、

予測値または降雨実績が警戒基

準線を超え、人的被害の発生が予

想される 
・近隣で前兆現象（湧き水・地下水

の濁り、湧水、地下水の量の変化）

を確認 

・東海地震注意情報が発表された ・高潮注意報が発表され、人的被害の

発生が予測される 
・伊勢湾西南海岸水防警報が発表さ

れ、今後、越波・越流の危険性が高

くなることが予想される 

避

難

勧

告 

・水位が、避難判断水位を観測し、

さらに水位が上昇する見込みが

ある 

・土砂災害警戒情報が発表され、危

険基準線を超えると予想される 
・近隣で前兆現象（斜面崩壊、斜面

のはらみ、擁壁等のクラックの発

生）を確認 

・県南部に津波警報が発表され、

津波による人的被害が発生する

恐れがある 
・東海地震予知情報（警戒宣言）

が発表された 

・高潮警報が発表され、人的被害の発

生が明らかに高まった場合 
・伊勢湾西南海岸水防警報が発表さ

れ、今後、越波・越流の危険性が非

常に高くなることが予想される 

避

難

指

示 

・水位が、はん濫危険水位を観測し、

さらに水位が上昇する見込みが

ある 
・堤防が決壊 
・破堤につながるような大量の漏水

や亀裂等を発見 
・水門が閉まらない等の事故が発生 

・土砂災害警戒情報が発表され、降

雨実績が危険基準線を超えた 
・近隣で土砂災害が発生 
・近隣で土砂移動現象、前兆現象（山

鳴り、流木の流出、斜面の亀裂な

ど）を確認 

・伊勢・三河湾に津波警報(津波又

は大津波)が発表された 
・強い地震（震度４程度以上）を

体感した又は長時間のゆっくり

とした揺れを体感した場合で、

情報伝達系統の異常等により

「津波警報」が伝達されない 

・伊勢湾西南海岸水防警報が発表さ

れ、高潮により人的被害の発生する

危険性が非常に高くなると予想さ

れる 
・常に越波・越流が発生し、人的被害

の発生する危険性が高いと判断さ

れる 
・海岸堤防の損壊が発生又は発生する

恐れがある 
・水門が閉まらない等の事故が発生 



 

避難勧告等の解除基準の概要 

気象情報、満潮情報、巡視活動により得た情報等を総合的に勘案して、避難勧告等を解除する。 

河川洪水 土砂災害 津波 高潮 

以下の状況を総合的に判断して行なう。 
・河川洪水警報が解除されていること 
・はん濫注意水位を下回っていること 
・水位が再上昇する恐れがないこと 
・巡視等により安全性が確認できたこと 

・土砂災害警戒情報が解除さ

れ、今後の気象状況、土砂災

害の発生状況等を総合的に

判断して行なう。 
 
＊土砂災害や前兆現象が発生

した地区は現地の安全が確

認されたとき 
 

・津波警報が解除されたとき ・高潮警報が解除され、ピーク

を過ぎたことが見込まれ、安

全性が確認できた場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



避難情報と町災害対策本部・自治会・消防団の行動 （河川洪水、土砂災害、津波、高潮） 

 
１.避難準備情報                          消防団無線等 

 

                                         

  

      巡視・通報                       防災行政無線           

 警報発表                         ケーブル 

 （衛星端末等）                      テレビ 

                                

 

 

 

 

 

 

２.避難勧告 

  

                              消防団無線等 

                                         

  

     巡視・通報                                  

 警報発表 

 （衛星端末等）                      防災行政無線 

                               ケーブル 

テレビ 

                                   

 

人的被害の発 
生する可能性 
が高まった状 
況 
 

町 
○第 2 配備体制 
○避難所の開設、避難所運営委員会設置 
○避難準備情報の発表・広報 
(自治会長・要援護者施設等に伝達)【註】 
○避難状況把握、必要物資・食料の調達 
 

消防団 
○巡視、被害状況の町への報告、水防対策等の実施 
○避難準備情報の広報、避難誘導 

自治会 
○自治会災害対策本部の設置 
○巡視、被害状況の町への通報、避難経路の確認 
○役員・地域支援者・要援護者への避難準備情報の伝達 
○避難準備情報の広報、避難誘導、避難支援 
○避難所の開設(避難所運営委員会設置) 
○避難状況の把握、必要物資・食料の把握と町への要請 

人的被害の発 
生する可能性 
が明らかに高 
まった状況 
 

町 
○避難所の受入体制の強化 
○避難勧告の発表・広報 
 （自治会長・要援護者施設等に伝達） 
○避難状況把握、必要物資・食料の調達 

消防団 
○巡視、被害状況の町への報告、水防対策の実施 
○避難勧告の広報、避難誘導 

自治会 
○巡視、被害状況の町への報告 
○避難経路の確認 
○役員への避難勧告の伝達 
○避難勧告の広報、避難誘導 
○避難所運営体制の強化 
○避難状況の把握、必要物資・食料の把握と町への要請 

要援護者は避難を開始、その他の住民は避難準備を

開始 

住民は避難を開始 註）要援護者施設等：病院・介護施設・保育所・観光施設・大規模商業施設など 
 



３.避難指示 

 
                                
 
      
 

 
                            消防団無線等 
 巡視・通報                                  

 警報発表 

 （衛星端末等）                       

防災行政無線 

                               ケーブル 

テレビ 

                                                            
  
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人的被害の発

生する危険性

が非常に高い

と判断された

状況 
 

町 
○避難所の受入体制の強化 
○避難指示の発表・広報 
 （自治会長・要援護者施設等に伝達） 
○避難状況把握、必要物資・食料の調達 
○警戒区域の設定 

消防団 
○巡視、被害状況の町への報告 
○避難指示の広報、未避難者の確認、避難誘導 
○警戒区域の設定、危険区域からの撤収 

自治会 
○避難指示の広報、未避難者の避難誘導、避難完了 
○避難所運営体制の強化 
○避難状況の把握、必要物資・食料の把握と町への要請 
 
・避難中の住民は、避難行動を直ちに完了する。 
・未だ避難していない住民は、直ちに避難行動に移る

とともに、そのいとまがない場合は生命を守る最低

限の行動をとる。 


